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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方吸込口と、集塵部と、電動送風機と、ハンドルと、バッテリーと、前記電動送風機
を収納しかつ前記前方吸込口および前記ハンドルを構成する筐体とを有する掃除機本体と
を備え、
　前記集塵部は、前記掃除機本体の前方側に配置され、
　前記電動送風機の後方かつ下方にバッテリーを設けるとともに、前記電動送風機および
前記バッテリーは、前記掃除機本体の後方側に配置され、
　前記電動送風機および前記バッテリーの上方に配される前記筐体の前記電動送風機の上
方から前記バッテリーの上方にわたって前後方向に延びる形状に前記ハンドルが形成され
、前記筐体と前記ハンドルとの間にユーザーの手を差し入れる開口部を、前記電動送風機
の前後方向の中心よりも前方から、前記バッテリーの上方であって前記電動送風機の上下
方向の中心よりも下方にわたって連続して形成することを特徴とする電気掃除機。
【請求項２】
　前記ハンドルは、掃除機本体の重心点を通る重心線上にユーザーの手が配置される形状
に形成されていることを特徴とする請求項１記載の電気掃除機。
【請求項３】
　前記ハンドルの上部に前記電動送風機を駆動させる操作部を備えることを特徴とする請
求項１または２に記載の電気掃除機。
【請求項４】
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　前記バッテリーは前記掃除機本体に係脱可能に取り付けられ、前記バッテリーを前記掃
除機本体から離脱させる解除部材を掃除機本体の背面側に設けることを特徴とする請求項
１から３の何れか１項に記載の電気掃除機。
【請求項５】
　延長パイプと吸込口体とを備え、
　前記延長パイプが前記前方吸込口に着脱可能であって、前記吸込口体が前記延長パイプ
に着脱可能に接続されることを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載の電気掃除
機。
【請求項６】
　前記掃除機本体の縦方向の長さより前記延長パイプが長いことを特徴とする請求項５に
記載の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電気掃除機に設けられる吸込口体およびそれを備えた電気掃除機に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電気掃除機として、電動送風機等を内蔵し、前方に延長管を延設した本体と、掃
除機本体の吸引側に接続された床用吸込具とを備え、前記床用吸込具は俯仰自在の継手と
、この継手に回転自在に接続されるとともに、上記延長管に連結されるパイプと、前記継
手の俯仰角度最大時に同継手の回動を規制する係止機構とを有する電気掃除機が提案され
ている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公昭６３－１０３５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電気掃除機を持って机の上や棚の上などの高い場所を掃除する際、ユーザーは、掃除機
本体から取り外した延長パイプを吸込口ごと床上に自立させたまま、掃除機本体にアタッ
チメントノズルを装着して掃除することがある。
【０００５】
　従来の吸込口体は、特許文献１の電気掃除機の吸込口体のように、延長パイプの吸込口
本体に対する縦方向の回動を規制する係止機構を有するものの、延長パイプの吸込口本体
に対する横方向の回動機構が設けられていないため、床面を掃除する際にユーザーの手首
や肘等に負担がかかり、使いづらいことがある。
　また、延長パイプの吸込口本体に対する横方向の回動機構を有する吸込口体を用いた場
合、横方向の回動を規制する係止機構を設けなければ、延長パイプを床上に自立させたと
きに、延長パイプが横方向に倒れるおそれがある。
【０００６】
　この発明は、このような課題に鑑みなされたものであり、床面を掃除する通常の使用状
態においては、延長パイプの吸込口本体に対する横方向の回動を可能にし、自立状態にお
いては、延長パイプの吸込口本体に対する横方向の回動を規制する吸込口体を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電気掃除機によれば、前方吸込口と、集塵部と、電動送風機と、ハンドルと、
バッテリーと、前記電動送風機を収納しかつ前記前方吸込口および前記ハンドルを構成す
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る筐体とを有する掃除機本体とを備え、前記集塵部は、前記掃除機本体の前方側に配置さ
れ、前記電動送風機の後方にバッテリーを設けるとともに、前記電動送風機および前記バ
ッテリーは、前記掃除機本体の後方側に配置され、前記電動送風機および前記バッテリー
の上方に配される前記筐体の上カバー部であって、前記上カバー部の前側から後側にわた
って前後方向に延びる形状に前記ハンドルが形成され、前記上カバー部と前記ハンドルと
の間にユーザーの手を差し入れる開口部を形成することを特徴とする電気掃除機が提供で
きる。
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の電気掃除機によれば、電動送風機およびバッテリーの上方に配される筐体の上
カバー部の前側から後側にわたって前後方向に延びる形状にハンドルが形成され、上カバ
ー部とハンドルとの間にユーザーの手を差し入れる開口部を形成するため、ユーザーは使
用状態によってハンドルの前部、中間部または後部等に持ち変えることができる。すなわ
ち、使用状態によってハンドルの握る位置を変えることによって最適な重心バランスを保
ちながら掃除でき、手首や肘等にかかる負担を軽減することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態１におけるこの発明の吸込口体を備えた電気掃除機の右側面図である。
【図２】実施形態１の電気掃除機の左側面図である。
【図３】実施形態１の電気掃除機の図１対応断面図である。
【図４】実施形態１の電気掃除機の平面図である。
【図５】実施形態１の電気掃除機の断面図であって（Ａ）は図３のＡ－Ａ矢視図、（Ｂ）
図３のＢ－Ｂ矢視図である。
【図６】実施形態１の電気掃除機の背面図である。
【図７】実施形態１の電気掃除機の分解図である。
【図８】実施形態１におけるダストカップユニットの分解図である。
【図９】実施形態１におけるダストカップユニットの分解斜視図である。
【図１０】実施形態１の電気掃除機の使用状態を説明する図であって、（Ａ）は高い位置
、（Ｂ）は中間高さ位置、（Ｃ）は低い位置を掃除する場合である。
【図１１】実施形態１の電気掃除機の使用状態を説明する図であって、天井付近を掃除す
る場合を示している。
【図１２】実施形態１の電気掃除機による床面清掃時の一時的な放置状態を説明する図で
ある。
【図１３】ブラシ付きノズルを取り付けた実施形態１の電気掃除機を示す側面図である。
【図１４】先細ノズルを取り付けた実施形態１の電気掃除機を示す側面図である。
【図１５】実施形態１の電気掃除機を壁に掛けて収納する状態を説明する図である。
【図１６】図１５に示す掃除機本体を壁に掛けて収納した状態を説明する平面図である。
【図１７】図１５に示す掃除機本体、保護カバーおよびフックの関係を説明する図である
。
【図１８】図１５に示すフック掛け部材をフックに掛ける機構を説明する断面図である。
【図１９】実施形態１におけるこの発明の吸込口体の平面図であって、（Ａ）は床面を掃
除する通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態である。
【図２０】図１９に示す吸込口体の側面図であって、（Ａ）は床面を掃除する通常の使用
状態、（Ｂ）は自立状態である。
【図２１】図１９に示す吸込口体のＸ１－Ｘ１矢視断面図であって、（Ａ）は床面を掃除
する通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態である。
【図２２】図１９に示す吸込口体のパイプ接続部の横方向への回動の一例であって、（Ａ
）は平面図、（Ｂ）は斜視図である。
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【図２３】図１９に示す吸込口体の背面図であって、（Ａ）は床面を掃除する通常の使用
状態、（Ｂ）は自立状態である。
【図２４】実施形態２におけるこの発明の吸込口体の平面図であって、（Ａ）は床面を掃
除する通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態である。
【図２５】図２４に示す吸込口体の側面図であって、（Ａ）は床面を掃除する通常の使用
状態、（Ｂ）は自立状態である。
【図２６】図２４に示す吸込口体のＸ２－Ｘ２矢視断面図であって、（Ａ）は床面を掃除
する通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態である。
【図２７】図２４に示す吸込口体のパイプ接続部の横方向への回動の一例であって、（Ａ
）は平面図、（Ｂ）は斜視図である。
【図２８】図２４に示す吸込口体の背面図であって、（Ａ）は床面を掃除する通常の使用
状態、（Ｂ）は自立状態である。
【図２９】実施形態３におけるこの発明の吸込口体および接続パイプの一部の側面図であ
る。
【図３０】図２９に示す吸込口体および接続パイプの一部の平面図である。
【図３１】図２９に示す吸込口体の背面図である。
【図３２】図２９に示す接続パイプの正面図である。
【図３３】図２９に示す吸込口体および接続パイプの一部の平面図である。
【図３４】図３３のＸ３－Ｘ３矢視断面図である。
【図３５】図３３のＹ－Ｙ矢視方向の部分拡大断面図である。
【図３６】図３３のＺ－Ｚ矢視方向の部分拡大断面図である。
【図３７】実施形態４における接続パイプの自立状態を壁に掛けて補助する状態を説明す
る図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながらこの発明の吸込口体を備えた電気掃除機の実施形態を詳説す
る。
【００１１】
（実施形態１）
　図１は実施形態１におけるこの発明の吸込口体を備えた電気掃除機の右側面図であり、
図２は実施形態１の電気掃除機の左側面図であり、図３は実施形態１の電気掃除機の図１
対応断面図である。また、図４は実施形態１の電気掃除機の平面図であり、図５は実施形
態１の電気掃除機の断面図であって（Ａ）は図３のＡ－Ａ矢視図、（Ｂ）図３のＢ－Ｂ矢
視図であり、図６は実施形態１の電気掃除機の背面図であり、図７は実施形態１の電気掃
除機の分解図である。
【００１２】
　この発明の吸込口体５０を備えた電気掃除機１００は、掃除機本体１０と、掃除機本体
１０に着脱可能に装着されるダストカップユニット２０と、吸込口体５０と、接続パイプ
６０とを備える。
【００１３】
＜掃除機本体＞
　掃除機本体１０は、電動送風機Ｍと、回路基板Ｋ、Ｎと、複数のスイッチを有する操作
部Ｓと、電動送風機Ｍおよび複数のスイッチ等を収納する筐体とを有する。
【００１４】
　図１～図７に示すように、筐体は、吸込口部材１１ａと、電動送風機Ｍを収納する電動
送風機カバー１１ｂと、回路基板Ｋを格納する回路格納部材１１ｃと、吸込口部材１１ａ
の後部に組み付けられて電動送風機カバー１１ｂの前方開口部と連結する連結部材１１ｄ
と、回路格納部材１１ｃの後部に組み付けられるバッテリー収容ケース１１ｅと、一対の
左右カバー部材１１ｆと、組み付けられた一対の左右カバー部材１１ｆの上方開口部を施
蓋する上カバー部材１１ｇと、上カバー部材１１ｇに取り付けられる下ハンドル部材１１
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ｈ1と、下ハンドル部材１１ｈ1に取り付けられる上ハンドル部材１１ｈ2とを含み、これ
らが一体的に組み立てられる。なお、下ハンドル部材１１ｈ1と上ハンドル部材１１ｈ2と
からハンドルｈが構成される。
【００１５】
　吸込口部材１１ａは、筒形の部材であり、前方に開口する前方吸込口１１ａ1と、前方
吸込口１１ａ1よりも後方に設けられて上方に開口する排出口１１ａ2と、前方吸込口１１
ａ1と排出口１１ａ2とを連通させる内部通風路１１ａ3とを有する。また、吸込口部材１
１ａの上面の前端には、上方へ突出して後方へ折れ曲がったＬ形の係止突片１１ａ4が設
けられている。なお、排出口１１ａ2の開口端縁には気密を保つためにパッキンが設けら
れている。
【００１６】
　電動送風機カバー１１ｂは、収納した電動送風機Ｍの吸引口側および排気口側に配置さ
れた前方開口部および複数の小孔からなる後方排気口１１ｂ1を有する。
【００１７】
　回路格納部材１１ｃは、電動送風機Ｍを収納した電動送風機カバー１１ｂを支持する部
材であり、電動送風機Ｍからの空気流を流通させる複数の小孔からなる通気口１１ｃ1が
形成された左右側壁および後壁を有している。
【００１８】
　連結部材１１ｄは、筒部１１ｄ1と、筒部１１ｄ1の前端に設けられた前フランジ部１１
ｄ2と、筒部１１ｄ1の後端に設けられた後フランジ部１１ｄ3とを有する。前フランジ部
１１ｄ2は、後述するダストカップユニット２０のカップカバー２４と嵌合するサイズお
よび形状に形成されており、カップカバー２４との当接部位にはパッキンおよび係止凹部
１１ｄ4が設けられている。後フランジ部１１ｄ3は、電動送風機カバー１１ｂの前記前方
開口部と嵌合するサイズおよび形状に形成されており、電動送風機カバー１１ｂとの当接
部位にはパッキンが設けられてネジにて連結している。
【００１９】
　バッテリー収容ケース１１ｅは、上壁１１ｅ1、前壁１１ｅ2、左右側壁１１ｅ3を有す
る下方および後方開口状の箱形に形成されている。そして、左右側壁１１ｅ3の内面には
段状または溝状の前後方向に延びる左右一対のガイドレールが形成されると共に、前壁１
１ｅ2にはバッテリーＢの複数の電極端子ｂ3と個別に電気的に接続する複数の導電部材が
設けられている。なお、図示省略するが、各導電部材はリード線を介して回路基板Ｋに電
気的に接続され、回路基板Ｋは後述する操作部Ｓの第１～第４スイッチｓ1～ｓ4および電
動送風機Ｍとリード線を介して電気的に接続されている。
【００２０】
　一方、バッテリーＢにおいて、左右側面にはバッテリー収容ケース１１ｅ左右一対のガ
イドレールに沿ってスライド可能に係止する左右一対の係止凸部ｂ1が設けられ、上面に
は凹部ｂ2が設けられ、上面から前面に亘って前記複数の電極端子ｂ3が設けられている。
　また、バッテリー収容ケース１１ｅの上壁１１ｅ2の前端側には回路基板Ｎが固定され
ると共に、上壁１１ｅ2の後端側にはバッテリー係脱機構３０が設けられている。
【００２１】
　このバッテリー係脱機構３０は、係止爪３１ａを有する係止部材３１と、弾発部材と、
係止解除ボタン３３とを備える。
　係止部材３１は、前記係止爪３１ａと、この係止爪３１ａに連設された斜片部とを有す
る。
　弾発部材３２は、前記斜片部を介して係止爪３１ａをバッテリー収容ケース１１ｅの外
部へ突出する方向へ弾発的に付勢する。
　係止解除ボタン３３は、前記斜片部に摺接可能な接触端部を有すると共に、前記接触端
部と連設されてバッテリー収容ケース１１ｅの外部に露出するボタン端部３３ａとを有す
る。
【００２２】
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　バッテリーＢをバッテリー収容ケース１１ｅに装着する際、係止爪３１ａは、バッテリ
ーＢの上面に摺接しながら押されて引っ込むが、弾発部材３２によって外部へ突出する方
向に付勢されているため、移動してきたバッテリーＢの凹部ｂ2に係止する。一方、係止
解除ボタン３３のボタン端部３３ａを押すことにより、弾発部材３２の付勢力に抗して係
止部材３１の斜片部が押圧されて係止爪３１ａがバッテリー収容ケース１１ｅの内部へ引
っ込む。これにより係止爪３１ａがバッテリーＢの凹部ｂ2から離脱するため、バッテリ
ーＢをバッテリー収容ケース１１ｅから引き抜くことができる。
【００２３】
　一対の左右カバー部材１１ｆは、吸込口部材１１ａ、電動送風機カバー１１ｂ、回路格
納部材１１ｃ、連結部材１１ｄおよびバッテリー収容ケース１１ｅを左右および下方から
覆いかつ支持するように構成されている。一対の左右カバー部材１１ｆは、電動送風機Ｍ
に対応する位置に円盤形状部１１ｆ1を有しているが、実施形態１の場合、右カバー部材
１１ｆの円盤形状部１１ｆ1には複数の孔からなる排気口１１ｆ2が設けられ、左カバー部
材１１ｆの円盤形状部１１ｆ1には排気口１１ｆ2が設けられていない。この点については
後述する。
【００２４】
　図４と図５に示すように、上カバー部材１１ｇは、前方または後方から視ると左右両側
から中央に向かって下方へ湾曲する凹曲面部１１ｇ1を有している。一方、上カバー部材
１１ｇの左右両端は一対の左右カバー部材１１ｆの円盤形状部１１ｆ1の円弧状の上縁に
沿って取り付けられる形状であるため、左右方向から視た凹曲面部１１ｇ1の断面形状は
円弧状である。
【００２５】
　また、凹曲面部１１ｇ1には、表示部Ｄおよび運転ランプＬが設けられている。表示部
Ｄには、例えば、電池残量、ゴミ詰まり状態（ゴミ捨ての時期）等が表示される。表示部
Ｄおよび運転ランプＬは、これらがユーザーから見えやすいように、凹曲面部１１ｇ1の
左右中央よりも左右一方側に配置される。
【００２６】
　図１～図３に示すように、ハンドル１１ｈは、前後方向に延びる円弧形状に形成されて
おり、電動送風機ＭおよびバッテリーＢの上方位置に配置されている。これにより、筐体
におけるハンドル１１ｈの下方にユーザーの手を差し入れる円弧開口部Ｈが形成される。
ハンドル１１ｈ、円弧開口部Ｈおよび凹曲面部１１ｇ1は、左右方向から視て、左右カバ
ー部材１１ｆの円盤形状部１１ｆ1の中心軸Ｐを中心とする略同心円状に配置されている
。
【００２７】
　ハンドル１１ｈの下部を構成する下ハンドル部材１１ｈ1の前端は上カバー部材１１ｇ
の前端および連結部材１１ｄの上端と結合し、下ハンドル部材１１ｈ1の後端は上カバー
部材１１ｇの後端およびバッテリー収容ケース１１ｅの後端と結合する。
　この下ハンドル部材１１ｈ1の内部には操作部Ｓの後述する第１～第４スイッチｓ1～ｓ

4の図示しない各スイッチ本体および各スイッチ本体と電気的に接続されたリード線が収
納されている。
【００２８】
　ハンドル１１ｈの上部を構成する上ハンドル部材１１ｈ2は、下ハンドル部材１１ｈ1の
上方開口部を覆うカバーであると共に、第１～第４スイッチｓ1～ｓ4の各スイッチ本体の
押しボタン部と個別に当接する４個の当接部を構成している。各当接部は、上ハンドル部
材１１ｈ2の一部に略Ｕ形の切れ込みを形成することにより板バネのように上下方向に弾
性変形可能に構成されており、ユーザーは当接部を介してスイッチ本体の押しボタン部を
押すことにより所定の操作を行うことができる。
【００２９】
　ハンドル１１ｈと上カバー部材１１ｇによって形成される円弧開口部Ｈは中心角度αが
１００～１４０°の円弧形状に形成されており、実施形態１の場合、中心角度αは約１３
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０°である。中心角度α１００～１４０°の範囲で円弧開口部Ｈを形成することにより、
ハンドル１１ｈが大きくなり過ぎず、かつユーザーが握ることができるハンドル１１ｈの
前後方向の範囲を十分に確保することができる。
【００３０】
　図４に示すように、ハンドル１１ｈの上部には前記操作部Ｓの第１～第４スイッチｓ1

～ｓ4が設けられており、例えば、第１スイッチｓ1は電動送風機ＭをＯＦＦするスイッチ
であり、第２スイッチｓ2は電動送風機をＯＮするスイッチであり、第３スイッチｓ3は電
動送風機を最大入力でＯＮするスイッチであり、第４スイッチｓ4は後述する吸込口体５
０の吸込口に設けられたブラシ回転をＯＮ／ＯＦＦするスイッチである。これらのスイッ
チは手の親指で押して操作することができる。なお、上ハンドル部材１１ｈ2の操作部対
応領域には第１～第４スイッチｓ1～ｓ4を表示する粘着シートが貼り付けられている。
【００３１】
　また、組み付けられた左右カバー部材１１ｆの下面の後部には、左右方向の幅が広いＵ
形のフック掛け部材４１が取り付けられている。このフック掛け部材４１の役割について
は後述する。
【００３２】
＜ダストカップユニット＞
　図８は実施形態１におけるダストカップユニットの分解図であり、図９は実施形態１に
おけるダストカップユニットの分解斜視図である。
　ダストカップユニット２０は、ダストカップ２１と、第１フィルター部２２と、第２フ
ィルター部２３と、カップカバー２４とを備える。
【００３３】
　ダストカップ２１は、底壁２１ａおよび周囲壁２１ｂを有する円筒形に形成され、その
軸心方向一端側に上方開口部２１ｃを有し、周囲壁における上方開口部２１ｃの近傍に流
入口２１ｄおよび第１ロック部材２１ｅが設けられている。さらに、ダストカップ２１は
、底壁２１ａにおける流入口２１ｄと同じ側に係止凹部２１ｆを有している。
【００３４】
　第１フィルター部２２は、ダストカップ２１の上方開口部２１ｃと気密に嵌合しかつ第
２フィルター部２３のフィルター本体２３ａを気密に収容する上部カップ部２２ａと、上
部カップ部２２ａの中心孔２２ａ1と連通連結する筒状のメッシュフィルター２２ｂと、
メッシュフィルター２２ｂの外周に設けられた内筒体２２ｃと、内筒体２２ｃの下端に連
結しかつダストカップ２１の底面に当接する円筒状支持部２２ｄとを有する。
【００３５】
　第２フィルター部２３は、中心孔を有するプリーツ状のフィルター本体２３ａと、フィ
ルター本体２３ａを除塵する除塵機構２３ｂとを有する。実施形態１の場合、フィルター
本体２３ａとして高集塵フィルターが用いられている。また、フィルター本体２３ａの外
周面にはパッキンが設けられている。
【００３６】
　除塵機構２３ｂは、フィルター本体２３ａの中心孔に挿入された軸部２３ｂ1と、フィ
ルター本体２３ａの外周部に設けられた環状部２３ｂ2と、軸部２３ｂ1と環状部２３ｂ2

とを連結する放射状に設けられた複数の連結部２３ｂ3と、各連結部２３ｂ3に設けられた
複数の当接部２３ｂ4とを有する。
【００３７】
　各連結部２３ｂ3にはリブ２３ｂ31が設けられており、リブ２３ｂ31を手動で回すこと
によりフィルター本体２３ａの各山襞に各当接部２３ｂ4が衝突してフィルター本体２３
ａが振動し、それによってフィルター本体２３ａに付着した塵埃が第１フィルター部２２
の上部カップ部２２ａ内に落下する。
【００３８】
　実施形態１の場合、当接部２３ｂ4は、フィルター本体２３ａに当接する図示しない弾
丸形状の当接部材と、当接部材をフィルター本体２３ａ側に付勢する図示しないコイルス
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プリングと、当接部材およびコイルスプリングを保持しかつ連結部２３ｂ3に連結するホ
ルダ部２３ｂ21とを有する。
【００３９】
　第２フィルター部２３を第１フィルター部２２の上部カップ部２２ａ内に収容し、かつ
上部カップ部２２ａをダストカップ２１の上方開口部２１ｃに嵌め込んだ後、第２フィル
ター部２３を覆うようにカップカバー２４をフィルター本体２３ａの外周面を介して嵌め
込む。なお、上部カップ部２２ａにフィルター部２３が収納されていない場合、カップカ
バー２４が嵌め込めないように上部カップ部２２ａには忘れ防止機構２２ｆが設けられて
いる。忘れ防止機構２２ｆは、フィルター部２３に第２フィルター部２３が装着されてい
ない場合、忘れ防止機構２２ｆがカップカバー２１の一部に引っ掛かる位置に移動するこ
とで、カップカバー２１が第１フィルター部２２に装着できないようになることで忘れ防
止機構として機能する。
【００４０】
　このカップカバー２４は、除塵機構２３ｂを回す際にユーザーの手が差し入れられるよ
う円形の窓部２４ａが設けられている。また、カップカバー２４の外周面には、相互に係
合した第２ロック部材２４ｄおよび忘れ防止機構２２ｆを収納する囲い部２４ｂが設けら
れると共に、囲い部２４ｂの反対側には掃除機本体１０の係止凹部１１ｄ4と係脱可能に
係合する係止爪２４ｃ1を有する第３ロック部材２４ｃが設けられている。また、カップ
カバー２４の外周面には前記第１ロック部材２１ｃの係合爪２１ｃ1と係合する係合凹部
２２ｅが設けられている。
【００４１】
　ダストカップユニット２０を掃除機本体１０に装着する際は、ダストカップ２１の係止
凹部２１ｆを掃除機本体１０の係止突片１１ａ4に引っ掛けながら、ダストカップユニッ
ト２０を掃除機本体１０の吸込口部材１１ａに対して平行にさせる。これにより、ダスト
カップユニット２０の第３ロック部材２４ｃの係止爪２４ｃ1が掃除機本体１０の係止凹
部１１ｄ4に係止する。このとき、掃除機本体１０の吸込口部材１１ａとダストカップユ
ニット２０の流入口２１ｄとがパッキンを介して気密に接続する。一方、第３ロック部材
２４ｃを操作して係止爪２４ｃ1を係止凹部１１ｄ4から離脱させればダストカップユニッ
ト２０を掃除機本体１０から取り外すことができる。
【００４２】
＜電気掃除機の全体構成＞
　このように構成された実施形態１の電気掃除機１００は、図３に示すように、上方およ
び側方から視て、集塵部としてのダストカップ２１、第２フィルター部２３、電動送風機
ＭおよびバッテリーＢが前方からこの順に略直線的に並んで配置されている。
【００４３】
　また、この電気掃除機１００において、円弧形状のハンドル１１ｈの下方に重量物であ
る電動送風機ＭおよびバッテリーＢが配置されているため、ハンドル１１ｈの円弧形状の
中心軸Ｐ付近、すなわち、左右カバー部材１１ｆの円盤形状部１１ｆ1の中心軸Ｐ付近が
電気掃除機１００の重心となっている。
【００４４】
＜電気掃除機の使用状態について＞
　この電気掃除機１００を用いて室内の掃除を行う際には、掃除する場所に応じて、掃除
機本体１０の吸込口部材１１ａの前方吸込口１１ａ1に、例えば、図１５で示すような吸
込口体５０を接続パイプ６０およびブラシ付きノズル７０を介して接続する、あるいは、
図１３に示すようにブラシ付きノズル７０から接続パイプ６０を抜き取ってブラシ７１を
前方へ折り返す、あるいは、図１４で示すように先細ノズル８０を接続して掃除する。
【００４５】
　操作部Ｓの第２スイッチｓ2または第３スイッチｓ3をＯＮ操作して電動送風機Ｍを駆動
させることにより、図３中の太線矢印に示すように、塵埃等のゴミを含む空気が掃除機本
体１０の吸込口部材１１ａの内部を通過してダストカップ２１内に流入する。ダストカッ
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プ２１内に流入した塵埃を含む空気はダストカップ２１内を旋回し、それによって大きな
ゴミは遠心分離されてダストカップ２１の底壁２１ａ側へ寄せられる。
【００４６】
　大きなゴミが取り除かれた空気において、第１フィルター部２２のメッシュフィルター
２２ｂの網目よりも大きいゴミはダストカップ２１内に留まり、網目よりも小さなゴミ（
主に塵埃）は空気と共に第２フィルター部２３へ向かう。そして、小さなゴミはフィルタ
ー本体２３ａにて捕捉され、ゴミをほぼ含まない空気がフィルター本体２３ａを通過して
電動送風機Ｍ内に流入し、電動送風機カバー１１ｂの後方排気口１１ｂ1および回路格納
部材１１ｃの通気口１１ｃ1を通って掃除機本体１０の後方のスペースに流入し、右カバ
ー部材１１ｆの排気口１１ｆ2から外部に排出される。
【００４７】
　このとき、排気口１１ｆ2は左カバー部材１１ｆに設けられていないため、後方排気口
１１ｂ1および通気口１１ｃ1から排出された空気の大部分を回路基板Ｎの方へ回り込ませ
、それによって回路基板Ｎを効率よく空冷することができるようにしてもよい。
【００４８】
　図１０は実施形態１の電気掃除機の使用状態を説明する図であって、（Ａ）は高い位置
、（Ｂ）は中間高さ位置、（Ｃ）は低い位置を掃除する場合である。
　この電気掃除機１００はハンドル１１ｈが円弧形状であるため、ハンドル１１ｈを持つ
位置を変えることで電気掃除機１００の重心バランスを変えることができる。
【００４９】
　例えば、図１０（Ａ）に示すように、手の人差し指に引っ掛けるようにしてハンドル１
１ｈの前部を持つと、重力線Ｇを通る位置またはその付近に人差し指とハンドル１１ｈと
の接点Ｑ１および中心軸Ｐが並ぶ。つまり、このような持ち方をすると電気掃除機１００
の重心バランスが中心軸Ｐよりもやや後部（バッテリーＢ側）に変わり、吸込口部材１１
ａが自然と上向きになるため、ユーザーは手首を無理に捻ることなく楽な姿勢で高い位置
を掃除することができる。
【００５０】
　また、手の人差し指に引っ掛けるようにしてハンドル１１ｈの図１０（Ｂ）で示す位置
（操作部Ｓ側）を持つと、重力線Ｇを通る位置またはその付近に人差し指とハンドル１１
ｈとの接点Ｑ２および中心軸Ｐが並ぶ。つまり、このような持ち方をすると電気掃除機１
００の重心バランスがほぼ中心軸Ｐ付近に変わり、吸込口部材１１ａが自然と水平になる
ため、ユーザーは手首を無理に捻ることなく楽な姿勢で中間の高さ位置（例えば、ユーザ
ーの腰から肩の高さ範囲）を掃除することができる。
【００５１】
　また、手の人差し指に引っ掛けるようにしてハンドル１１ｈの図１０（Ｃ）で示す位置
を持つと、重力線Ｇを通る位置またはその付近に人差し指とハンドル１１ｈとの接点Ｑ３
および中心軸Ｐが並ぶ。つまり、このような持ち方をすると電気掃除機１００の重心バラ
ンスが中心軸Ｐよりもやや前部（操作部Ｓ側）に変わり、吸込口部材１１ａが自然と下向
きになるため、ユーザーは手首を無理に捻ることなく楽な姿勢で低い位置を掃除すること
ができる。
【００５２】
　図１０（Ａ）～（Ｃ）のように、この発明の吸込口体５０を備えた電気掃除機１００に
おいて、ハンドル１１ｈは、掃除機本体１０の中心軸Ｐ付近の重心点を通る重心線上にユ
ーザーの手が配置される円弧形状に形成されている。
【００５３】
　図１１は実施形態１の電気掃除機の使用状態を説明する図であって、天井付近を掃除す
る場合を示している。
　図１１に示すように、例えば、天井や天井付近の壁等を掃除する場合、電気掃除機１０
０をユーザーの真上近くまで持ち上げる。この場合も、ハンドル１１ｈの最も後端を握る
ことにより、中心軸Ｐ付近の重心点を通る重力線Ｇ上にユーザーの手を配置させることが
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できる。しかも、ユーザーの腕にて電気掃除機の重量を下方から支えるため、手首に負担
がかかり難い。
【００５４】
　筐体におけるハンドル１１ｈの下部が下方へ湾曲して広い空間が確保されているため、
図１０（Ａ）～（Ｃ）および図１１のいずれの場合においてもハンドル１１は握り易くな
っている（図５参照）。また、この広い空間に面する凹曲面部１１ｇ1に表示部Ｄが配置
されているためユーザーから見え易い。なお、実施形態１の電気掃除機１００は右利き仕
様であるため、使用状態において表示部Ｄは見え易いようにハンドル１１ｈに対して左側
に配置され、排気口１１ｆ2は排気がユーザーに吹きかからないようにハンドル１１ｈに
対して右側に配置されている。左利き仕様は右利き仕様と逆の配置にしてもよい。
【００５５】
　図１２は、実施形態１の電気掃除機による床面清掃時の一時的な放置状態を説明する図
である。
　図１２に示すように、吸込口体５０を取り付けて床面を掃除する際は、ハンドル１１ｈ
の図１０（Ｃ）で示した位置付近を握って掃除すれば前後方向の力を伝えやすく軽い力で
かつ楽な姿勢で掃除することができる。この場合、掃除機本体１０のフック掛け部材４１
をテーブルＴの外周端に引っ掛けることにより一時的に電気掃除機１００を立て掛けてお
くことができ、ユーザーはその間、例えば、椅子を移動させたりテーブルＴの下を片付け
たりする別の作業をすることができる。
【００５６】
＜フック＞
　図１５は、実施形態１の電気掃除機１００を壁Ｗに掛けて収納する状態を説明する図で
あり、図１６は、図１５に示す掃除機本体１０を壁Ｗに掛けて収納した状態を説明する平
面図であり、図１７は、図１５に示す掃除機本体１０、保護カバー４１ＰおよびフックＦ
の関係を説明する図であり、図１８は、図１５に示すフック掛け部材４１をフックＦに掛
ける機構を説明する断面図である。
【００５７】
　掃除が終了した後、図１５に示すように、壁ＷのフックＦにフック掛け部材４１を引っ
掛けて電気掃除機１００を収納することができる。
　また、図１６に示すように、フックＦの前面には、フック掛け部材４１を両側から挟み
込むように形成された傾斜面ＦＲが設けられており、収納時に電気掃除機１００が左右に
ずれるのを規制する。
【００５８】
　また、フック掛け部材４１の外周はゴムなどの軟質材が被されており、例えば、電気掃
除機１００を床面上に置いたときに、バッテリーＢが床面に接触することなく浮き上がり
、床面への傷付きもなく、バッテリーＢが床面に衝突して故障するという不具合を抑制す
ることができる。
　また、図１７に示すように、フック掛け部材４１にゴム製の保護カバー４１Ｐを取り付
けてもよい。
【００５９】
　また、掃除機本体１０を起てた状態でも、ダストカップユニット２０の軸と接続パイプ
６０の軸とが略平行に配置することにより、ダストカップユニット２０を掃除機本体１０
から容易に取り外すことができ、ダストカップ２１に溜まった塵埃を容易に捨てることが
できる。
　また、電気掃除機１００を壁Ｗに引っ掛けた状態にて、バッテリー係脱機構３０の係止
解除ボタンが操作できる位置にあるので、係止解除ボタンを操作することでバッテリーＢ
を取り外すことができる。したがって、壁ＷにフックＦを使って収納したままの状態で容
易にバッテリーＢの取り外しが可能となる。
【００６０】
　図１８（Ａ）に示すように、フックＦは、上方に折れ曲がった鉤状に形成された係止爪
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ＦＣを有し、係止爪ＦＣの先端部はなめらかな丸みを帯びるように形成されている。また
、係止爪ＦＣの内側面は垂直ではなく、壁から離れるほど上方に傾斜するように形成され
ている。
　また、図１８（Ｂ）に示すようなフック掛け部材４１がフックＦに掛けられた状態にお
いて、掃除機本体１０をフックＦから引き離す方向に引っぱったとき、フック掛け部材４
１が係止爪ＦＣを乗り越えるのに強い力を要しないので、フック掛け部材４１をフックＦ
から無理なく引き離すことができる。
　また、掃除機本体１０を無理矢理引っぱった場合でも、フックＦにかかる負荷が小さく
なるため、フックＦや壁Ｗを壊すことなく、フックＦから掃除機本体１０を安全に取り出
すことができる。
【００６１】
＜吸込口体＞
　図１９は、実施形態１におけるこの発明の吸込口体の平面図であって、（Ａ）は床面を
掃除する通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態であり、図２０は、図１９に示す吸込口体の
側面図であって、（Ａ）は床面を掃除する通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態であり、図
２１は、図１９に示す吸込口体のＸ１－Ｘ１矢視断面図であって、（Ａ）は床面を掃除す
る通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態であり、図２２は、図１９に示す吸込口体のパイプ
接続部の横方向への回動の一例であって、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は斜視図であり、図２
３は、図１９に示す吸込口体の背面図であって、（Ａ）は床面を掃除する通常の使用状態
、（Ｂ）は自立状態である。
【００６２】
　吸込口体５０は、下面側に回転ブラシ５７ｒが設けられた吸込口５７（図２１参照）と
、吸込口カバー５１と、一対の車輪５２と、車輪５６と、第１可動パイプ５３と、第２可
動パイプ５４と、第３可動パイプ５５とを備える。
【００６３】
　吸込口カバー５１は、吸込口５７を覆う長矩形状のカバーであり、その後側中央部に第
１可動パイプ５３を上下方向および前後方向（以下、「縦方向」と呼ぶ）に回動可能に支
持するパイプ支持部５１ｓを備える。
【００６４】
　車輪５２は、床面に対して吸込口体５０を前方または後方へ移動させる際に、吸込口体
５０を車輪５６（図２０および図２１参照）とともに支持する部分である。
【００６５】
　第１可動パイプ５３は、その一端がパイプ支持部５１ｓに縦方向に回動可能に支持され
、反対側の一端が第２可動パイプ５４に接続される。
【００６６】
　第２可動パイプ５４は、第１可動パイプ５３に対し、パイプの中心軸まわりに回動可能
に嵌め込まれる。また、第２可動パイプ５４に対して第３可動パイプ５５が上方に回動で
きるように、第２可動パイプ５４に半開口部５４ｎが形成されている。
【００６７】
　第３可動パイプ５５は、第２可動パイプ５４に対し、縦方向に回動可能に嵌め込まれる
。
　また、反対側の一端には、接続パイプ６０内に挿入されるパイプ接続部５５ｃを備える
。
【００６８】
　図２１に示すように、第１可動パイプ５３の下側には、吸込口カバー５１の下面内側に
形成された係合凸部５１ｃと係合する第１係合凹部５３ｃ1および第２係合凹部５３ｃ2が
形成されている。
【００６９】
　床面を掃除する通常の使用状態でこの発明の吸込口体５０を備えた電気掃除機１００を
用いるとき、ユーザーは、第３可動パイプ５５を下方に回動させる。
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　このとき、図２１（Ａ）に示すように、第３可動パイプ５５の内部にある係止突起５５
ｅ2は、第２可動パイプ５４の内側にある係止爪５４ｅ2に係止されるため、第３可動パイ
プ５５の第２可動パイプ５４に対する下方へのさらなる回動が規制される。
【００７０】
　また、係合凸部５１ｃが第１係合凹部５３ｃ1に係合することによって、第１可動パイ
プ５３が通常の使用状態の位置に固定される。
　この状態で電気掃除機１００を使用することにより、ユーザーは手首や肘等に負担をか
けることなく適切な姿勢で床面を掃除することができる。
【００７１】
　一方、この発明の掃除機本体１０を用いて机の上や棚の上などを掃除する場合は、図２
１（Ｂ）に示すように、ユーザーは、第３可動パイプ５５を上方に回動させる。
　このとき、図２１（Ｂ）に示すように、第３可動パイプ５５の第２可動パイプ５４との
接続部分にある係止突起５５ｅ1および５５ｅ3がそれぞれ第２可動パイプ５４の内側にあ
る係止爪５４ｅ1および５４ｅ3に係止されるため、第３可動パイプ５５の第２可動パイプ
５４に対する前方へのさらなる回動が規制される。
【００７２】
　また、係合凸部５１ｃが第２係合凹部５３ｃ2に係合することによって、第１可動パイ
プ５３が自立状態の位置に固定される。
　これにより、ユーザーは掃除機本体１０から取り外した接続パイプ６０を吸込口体５０
ごと床上に自立させたまま、掃除機本体１０を手にもって机の上や棚の上などを掃除する
ことができる。
【００７３】
　図２２に示すように、通常の使用状態においては、前方からみて半開口部５４ｎが右方
向を向くように、第１可動パイプ５３に対して第２可動パイプ５４を中心軸右まわりに回
動させることによって、第３可動パイプ５５を右方向に回動させることができる。
　また、半開口部５４ｎが左方向を向くように、第１可動パイプ５３に対して第２可動パ
イプ５４を中心軸左まわりに回動させることによって、第３可動パイプ５５を左方向に回
動させることができる。
【００７４】
　このように、通常の使用状態においては、第３可動パイプ５５を吸込口カバー５１に対
して左右（横）方向に回動させることができるため、ユーザーは手首や肘等に負担をかけ
ることなく自由な角度で床面を掃除することができる。
【００７５】
　図２３（Ｂ）に示すように、自立状態においては、第３可動パイプ５５が第２可動パイ
プ５４の半開口部５４ｎ内に嵌り込み、前方および横方向のパイプの回動が規制される。
また、第２可動パイプ５４の係止部５４ｅ4および５４ｅ5がそれぞれパイプ支持部５１ｓ
の係止部５１ｅ1および５１ｅ2に係止される。
【００７６】
　このように、自立状態においては、縦方向のパイプの回動だけでなく、横方向のパイプ
の回動も規制されるため、自立状態において接続パイプ６０が横方向に倒れるおそれがな
くなる。
【００７７】
（実施形態２）
　図２４は、実施形態２におけるこの発明の吸込口体の平面図であって、（Ａ）は床面を
掃除する通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態であり、図２５は、図２４に示す吸込口体の
側面図であって、（Ａ）は床面を掃除する通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態であり、図
２６は、図２４に示す吸込口体のＸ２－Ｘ２矢視断面図であって、（Ａ）は床面を掃除す
る通常の使用状態、（Ｂ）は自立状態であり、図２７は、図２４に示す吸込口体のパイプ
接続部の横方向への回動の一例であって、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は斜視図であり、図２
８は、図２４に示す吸込口体の背面図であって、（Ａ）は床面を掃除する通常の使用状態
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、（Ｂ）は自立状態である。
　なお、これらの図において、実施形態１の図の要素と同様の要素には同一の符号を付し
ている。
【００７８】
　第２実施形態における吸込口体５０は、下面側に回転ブラシ５７ｒが設けられた吸込口
５７（図２６参照）と、吸込口カバー５１と、一対の車輪５２と、車輪５６と、第１可動
パイプ５３と、第２可動パイプ５４とを備える。
【００７９】
　第１可動パイプ５３は、その一端がパイプ支持部５１ｓに接続され、中心軸まわりに回
動可能に支持され、反対側の一端が第２可動パイプ５４に接続される。
【００８０】
　第２可動パイプ５４は、第１可動パイプ５３に対し、縦方向に回動可能に嵌め込まれる
。
　また、反対側の一端には、接続パイプ６０内に挿入されるパイプ接続部５４ｃを備える
。
【００８１】
　図２６（Ｂ）に示すように、第２可動パイプ５４を縦方向に回動させて自立状態にした
とき、第２可動パイプの係止突起５４ｅ1は、第１可動パイプ５３の係止爪５３ｅ1に係止
されるため、第２可動パイプ５４の第１可動パイプ５３に対する前方へのさらなる回動が
規制される。
【００８２】
　図２７に示すように、通常の使用状態においては、前方からみて半開口部５１ｎが右方
向を向くように、吸込口カバー５１に対して第２可動パイプ５４を中心軸右まわりに回動
させることによって、第２可動パイプ５４を第１可動パイプ５３に対して右方向に回動さ
せることができる。
　また、半開口部５１ｎが左方向を向くように、第１可動パイプ５３に対して第２可動パ
イプ５４を中心軸左まわりに回動させることによって、第２可動パイプ５４を左方向に回
動させることができる。
【００８３】
　このように、通常の使用状態においては、第２可動パイプ５４を吸込口カバー５１に対
して左右（横）方向に回動させることができるため、ユーザーは手首や肘等に負担をかけ
ることなく自由な角度で床面を掃除することができる。
【００８４】
　図２８（Ｂ）に示すように、自立状態においては、第３可動パイプ５５がパイプ支持部
５１ｓの半開口部５１ｎ内に嵌り込み、前方および横方向へのパイプの回動が規制される
。また、第２可動パイプ５４の係合凸部５４ｅ2（図２７参照）が第１可動パイプ５３の
内側の係合凹部（図示せず）に係合することによって、縦方向にパイプが倒れることを防
止する。
【００８５】
　このように、自立状態においては、縦方向のパイプの回動だけでなく、横方向のパイプ
の回動も規制されるため、接続パイプ６０が自立状態で横方向に倒れる心配もなくなる。
　なお、実施形態２におけるその他の構成は実施形態１と同様である。
【００８６】
（実施形態３）
　図２９は実施形態３におけるこの発明の吸込口体および接続パイプの一部の側面図であ
り、図３０は、図２９に示す吸込口体および接続パイプの一部の平面図であり、図３１は
、図２９に示す吸込口体の背面図であり、図３２は、図２９に示す接続パイプの正面図で
あり、図３３は、図２９に示す吸込口体および接続パイプの一部の平面図であり、図３４
は、図３３のＸ３－Ｘ３矢視断面図であり、図３５は、図３３のＹ－Ｙ矢視方向の部分拡
大断面図であり、図３６は、図３３のＺ－Ｚ矢視方向の部分拡大断面図である。
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　なお、これらの図において、実施形態１および２の図の要素と同様の要素には同一の符
号を付している。
【００８７】
　実施形態３のこの発明の吸込口体５０を備えた電気掃除機１００において、第２可動パ
イプ５４のパイプ接続部５４ｃの上部に凸条５４ｒ1が、パイプ接続部５４ｃの下部に凸
条５４ｒ2および５４ｒ3が、パイプの中心軸方向に伸びる方向に形成されている。
　また、図３１、３２および３４に示すように、接続パイプ６０の内側には、パイプ接続
部５４ｃの凸条５４ｒ1、５４ｒ2および５４ｒ3にそれぞれ対応する位置に、凹溝６０ｇ1

、６０ｇ2および６０ｇ3が形成されている。
【００８８】
　このように、パイプ接続部５４ｃおよび接続パイプ６０に対応する凸条と凹溝をそれぞ
れ設けることにより、パイプ接続部５４ｃに対する接続パイプ６０縦横方向のがたつきを
防止することができ、安定な自立状態を実現できる。
【００８９】
　吸込口体５０の回転ブラシ５７ｒの仕様には、大きく分けてＤＣモーター用とＡＣモー
ター用の２種類の仕様がある。
　ここで、例えばＡＣ１００Ｖのモーターを内蔵する掃除機本体１０の接続パイプ６０を
ＤＣ１８Ｖ仕様の吸込口体５０に差し込んでも掃除機本体１０のモーターが故障すること
はないが、逆に、ＤＣ１８Ｖのモーターを内蔵する掃除機本体１０の接続パイプ６０をＡ
Ｃ１００Ｖ仕様の吸込口体５０に差し込むと故障の原因となる。
【００９０】
　そこで、ＤＣ１８Ｖ仕様の吸込口体５０のパイプ接続部５４ｃに凸条５４ｒを形成し、
ＤＣ１８Ｖのモーターを内蔵する掃除機本体１０の接続パイプ６０に対応する凹溝６０ｇ
を形成することによって、接続パイプ６０の誤挿入を防止することもできる。
【００９１】
　例えば、ＡＣ１００Ｖの接続パイプ６０には凹溝６０ｇが形成されていないため、凸条
５４ｒが形成されたＤＣ１８Ｖ仕様の吸込口体５０のパイプ接続部５４ｃに差し込むこと
ができない。
　一方、凸条５４ｒが形成されていないＡＣ１００Ｖ仕様の吸込口体５０のパイプ接続部
５４ｃに差し込むことができる。
【００９２】
　このようにして、吸込口体５０を共用で用いる場合においても、接続パイプ６０の誤挿
入を防止することによって、モーターの故障を防止できる。
【００９３】
　なお、凸条および凹溝の個数、位置および形状は、実施形態３の個数、位置および形状
に限定されるものではない。また、パイプ接続部５４ｃに凸条を形成し、吸込口体５０に
凹溝を形成してもよく、パイプ接続部５４ｃまたは吸込口体５０に凸条と凹溝を混在させ
て形成するものであってもよい。
　なお、実施形態３において、その他の構成は実施形態１および２と同様である。
【００９４】
（実施形態４）
　図３７は実施形態４におけるこの発明の吸込口体５０と接続された接続パイプ６０の自
立状態を壁に掛けて補助する状態を説明する図である。
　なお、これらの図において、実施形態１、２および３の図の要素と同様の要素には同一
の符号を付している。
【００９５】
　図３７に示すように、この発明の吸込口体５０と接続された接続パイプ６０にフック掛
け部材４１を取り付けて、壁ＷのフックＦにフック掛け部材４１を引っ掛けることにより
、自立状態の接続パイプ６０を補助することができる。
【００９６】
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　フックＦの傾斜面ＦＲによって接続パイプ６０の左右方向の回動が規制されるため、よ
り安定な自立状態を実現できる。
　なお、実施形態４において、その他の構成は実施形態１、２および３と同様である。
【００９７】
　この発明の吸込口体は、掃除機本体に延長パイプを介して接続される電気掃除機の吸込
口体であって、集塵開口部を有する吸込口本体と、前記延長パイプを前記吸込口本体に対
し縦方向および横方向に回動可能に支持する延長パイプ支持部とを備え、前記延長パイプ
支持部は、床面を掃除する通常の使用状態において前記延長パイプの床面に対する俯角が
予め定められた角度範囲内にあるときは、前記延長パイプを前記吸込口本体に対し縦方向
および横方向に回動可能に支持する延長パイプ可動部と、自立状態において前記延長パイ
プが床面に対し略垂直方向にあるときは、前記延長パイプの前記吸込口本体に対する前方
および横方向の回動を規制する延長パイプ規制部とを有することを特徴とする。
【００９８】
　この発明の吸込口体は、次のように構成されてもよい。
（１）前記延長パイプ可動部は、第１可動パイプおよび第２可動パイプを備え、前記第１
可動パイプは、前記吸込口本体の後部に接続され、前記吸込口本体の前後方向に伸びる予
め定められた軸まわりに回動可能に前記吸込口本体に支持され、前記第２可動パイプは、
前記第１可動パイプの後部に接続され、前記第１可動パイプに直交する予め定められた軸
まわりに回動可能に前記第１可動パイプに支持され、前記延長パイプを着脱可能に接続す
る延長パイプ接続部を後部に備え、前記延長パイプ規制部は、前記第２可動パイプが略垂
直方向を向くように前記第１可動パイプおよび前記第２可動パイプを回動させたとき、前
記第２可動パイプの前記吸込口本体に対する前方および横方向への回動を係止する係止構
造を有するものであってもよい。
【００９９】
　このようにすれば、２種類の可動パイプとその係止構造により、床面を掃除する通常の
使用状態においては、吸引ノズルに対する延長パイプの左右方向の回動を可能にし、自立
状態においては、延長パイプの左右方向の回動を規制することができる。
【０１００】
（２）前記延長パイプ可動部は、第１可動パイプ、第２可動パイプおよび第３可動パイプ
を備え、前記第１可動パイプは、前記吸込口本体の後部に接続され、前記吸込口本体に対
し縦方向に回動可能に前記吸込口本体に支持され、前記第２可動パイプは、前記第１可動
パイプの後部に接続され、前記第１可動パイプの中心軸まわりに回動可能に前記第１可動
パイプに支持され、前記第３可動パイプは、前記第２可動パイプの後部に接続され、前記
第２可動パイプに直交する予め定められた方向に回動可能に支持され、前記延長パイプを
着脱可能に接続する延長パイプ接続部を後部に備え、前記延長パイプ規制部は、前記第３
可動パイプが略垂直方向を向くように前記第１可動パイプ、前記第２可動パイプおよび前
記第３可動パイプを回動させたとき、前記第３可動パイプの前記吸込口本体に対する前方
および横方向への回動を係止する係止構造を有するものであってもよい。
【０１０１】
　このようにすれば、３種類の可動パイプとその係止構造により、床面を掃除する通常の
使用時においては、吸引ノズルに対する延長パイプの左右方向の回動を可能にし、自立状
態においては、延長パイプの左右方向の回動を規制することができる。
【０１０２】
（３）前記延長パイプ可動部は、前記延長パイプの自立状態を前記延長パイプ支持部およ
び前記可動パイプ間の係合により保持する係合構造を有するものであってもよい。
【０１０３】
　このようにすれば、自立状態において、延長パイプが回動により倒れることを防止でき
る。
【０１０４】
（４）前記延長パイプおよび前記延長パイプ接続部はそれぞれ、パイプの軸方向に伸びる
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の位置および形状が、前記延長パイプ接続部の前記凸条または前記凹溝の位置および形状
と整合する場合のみ、前記延長パイプおよび前記延長パイプ接続部を接続可能にするもの
であってもよい。
【０１０５】
　このようにすれば、延長パイプおよび延長パイプ接続部に形成された凸条または凹溝が
整合したときのみ、延長パイプおよび延長パイプ接続部が接続されるため、自立状態にお
いて、吸込口体に対する延長パイプのがたつきを防止することができ、安定な自立状態を
実現できる。
【０１０６】
　また、ＤＣモーター用またはＡＣモーター用の吸込口体を延長パイプに接続する場合に
おいて、例えば、ＤＣ１８Ｖ仕様の吸込口体のパイプ接続部に凸条を形成し、ＤＣ１８Ｖ
のモーターを内蔵する掃除機本体の延長パイプに対応する凹溝を形成することによって、
延長パイプの誤挿入によるモーターの故障を事前に防止できる。
【０１０７】
　（５）また、この発明の電気掃除機は、前記吸込口体と、掃除機本体と、前記吸込口体
および前記掃除機本体を着脱可能に接続する延長パイプとを備え、前記掃除機本体は、前
記吸込口体から前記延長パイプを介して空気を吸引する電動送風機および吸引した空気か
ら塵埃を分離して集塵する集塵部を内蔵する。
【０１０８】
　このようにすれば、床面を掃除する通常の使用状態においては、延長パイプの吸込口本
体に対する横方向の回動を可能にし、自立状態においては、延長パイプの吸込口本体に対
する横方向の回動を規制することができる電気掃除機を実現できる。
【０１０９】
　なお、開示された実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。例えば、この発明の電気掃除機は、サイクロン方式の集塵部に限定さ
れず、紙パック方式の集塵部にも適用可能である。この発明の範囲は上述の説明ではなく
て特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変
更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１１０】
　　１０　掃除機本体
　　５０　吸込口体
　　５１　吸込口カバー
　５１ｎ　半開口部
　５１ｓ　パイプ支持部
　　５３　第１可動パイプ
　　５４　第２可動パイプ
　５４ｎ　半開口部
　　５５　第３可動パイプ
　　６０　接続パイプ
　１００　電気掃除機
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